
2020年３月３日 

会社法第 782 条第 1項に定める事前備置書類 
（吸収分割に関する事前備置書類） 

東京都千代田区大手町一丁目 1番 1号  
三菱地所株式会社 

執行役社 吉田 淳一

 三菱地所株式会社（以下「当社」といいます。）と株式会社エンゼルフォレストリゾー
トトゥレ（以下「承継会社」といいます。）とは、当社を吸収分割会社とし、承継会社を
吸収分割承継会社として、リゾートパーク伊豆あたがわ及びこれに関連する事業（以下
「本件事業」といいます。）に関して当社が有する権利義務（以下「本件承継対象権利義
務」といいます。）を、2020 年 8 月 1 日を効力発生日として、承継会社に承継させる吸収
分割（以下「本件吸収分割」といいます。）を行う旨の吸収分割契約を 2020 年 2月 25日
に締結しました。 
 本件吸収分割を行うに際して、会社法第 782 条第 1項及び会社法施行規則第 183 条によ
り開示すべき事項は、下記のとおりです。 

記 
1. 吸収分割契約（会社法第 782 条第 1項） 
 別添 1のとおりです。 

2. 対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 183 条第１号） 
本件吸収分割に際し、承継会社は当社に対して本件承継対象権利義務に代わる金銭

等の対価を交付しません。当該対価については、本件事業の業績並びに本件事業に属す
る資産及び負債の状況を総合的に勘案し、当社及び承継会社との間で十分に協議のう
え決定したものであり、対価を交付しないことは相当であると考えております。 

3. 吸収分割承継会社に関する事項（会社法施行規則第 183条第４号） 
(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法施行規則第 183 条第 4号イ） 
承継会社は 2020 年２月６日に成立しており、最終事業年度がありませんが、成立
の日における貸借対照表の内容は別添 2のとおりです。 

(2) 最終事業年度末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社
財産の状況に重要な影響を与える事象の重要な後発事象の内容（会社法施行規則
第 183条第 4号ハ） 
該当事項はありません。 



4. 吸収分割会社に関する事項（会社法施行規則第 183 条第５号） 
(1) 最終事業年度末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社
財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第183条第５号イ） 
該当事項はありません。 

5. 債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 183 条第６号） 
(1) 吸収分割会社の債務の履行の見込みに関する事項 
 本件吸収分割後の当社の負担すべき債務につきましては、履行期における履行の
確実性に問題はないものと認識しております。  

(2) 吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに関する事項 
本件吸収分割後の承継会社の負担すべき債務につきましては、履行期における履
行の確実性に問題はないものと認識しております。  

以上 



別添１ 
（次頁以降に添付） 





































別添 2 

吸収分割承継会社の成立の日における貸借対照表の内容 

株式会社エンゼルフォレストリゾートトゥレ 

（2020 年 2月 6 日現在） 
（単位：円）

科目 金額 科目 金額 
（資産の部） 
流動資産 
現金及び預金 

100,000,000 
100,000,000 

（純資産の部） 
株主資本 
資本金 

100,000,000 
100,000,000 

純資産合計 100,000,000 
資産合計 100,000,000 負債・純資産合計 100,000,000 


